


 

（ご参考） 女性活躍推進法における情報公開項目 

 

 

※1 所属や年齢、性別、国籍、障がいの有無などに関係なく、立候補で集まった多様な人材が、現場視点で自社の課題を徹底的に  

議論し、解決のためのアクションプランを経営に提言するプロジェクト。Communication, Connection, Motivation, Innovation の 4 つ

のテーマについて、ボトムアップ型で具体的な施策を実施します。「1on1 ミーティング」は Communication 分野の取り組みです。 

※2 厚生労働省「平成 30 年就労条件総合調査の概況」より 

 

 

1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合  （正社員）40.9％     （契約社員）75％ 

2(1). 採用における男女別の競争倍率 （総合職）男性：42.8 倍、女性：59 倍 

（ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ職）男性：14 倍、女性：22.9 倍 

2(2). 採用における競争倍率の男女比 

（男性の倍率を 1 としたときの女性の倍率） 

（総合職）1.4 

3. 労働者に占める女性労働者の割合 （正社員）41.3％     （契約社員）28.6％ 

4. 男女の平均継続勤務年数の差異 （総合職）男性：9.3 年、女性：8.4 年 

（ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ職）男性：4.5 年、女性：3.6 年 

5. 男女別の育児休業取得率 （対象となる労働者すべて）男性：28.1％、女性：100％ 

6(1). 一月当たりの労働者の平均残業時間 （対象正社員）14.9 時間 

6(2). 長時間労働是正のための取組内容 ・次世代育成支援に関する行動計画に基づく早帰りウ

ィークの継続実施および連続休暇（連続する 5 日以上

の休暇）取得義務化を含む年次有給休暇の取得促進 

・テレワーク導入の検討 

・フレックス制度の導入 

・週 1 回早帰りデーの設定 

7. 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の   

平均残業時間 

（総合職）16.9 時間   （ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ職）6.6 時間 

（契約社員）7 時間   （パート）4.2 時間 

（受入出向）20.4 時間 

8. 年次有給休暇の取得率 （対象となる労働者すべて）74.6％ 

9. 係長級にある者に占める女性労働者の割合  76.6％ 

10. 管理職に占める女性労働者の割合  12.2％ 

11. 役員に占める女性の割合 6.3％（1 人）（役員全体（男女計）16 人） 

12. 男女別の職種又は雇用形態の転換実績 ○雇用形態転換実績 

（契約社員→正社員）男性：0 人、女性：6 人 

（派遣労働者の雇入れ）男性：0 人、女性：2 人 

※派遣労働者の雇入れ実績は契約社員採用を含む 

13. 男女別の再雇用又は中途採用の実績 ○中途採用実績 男性：35 人、女性：12 人 

14. データの対象 単体 

    ＊定点データは 2019 年 3 月 31 日時点 


